


■ 景観形成基準（素案）の検討結果 
 建築物  に関する基準 － 形態・意匠 

 共同住宅のバルコニーの手すり及びこれに付属する部分は、開放性のあるもの
又はガラス等の透過性の高いものを用いず、景観重要道路（※地区内の桜並
木のある道路）から物干し施設や建築物の内部が見えないように配慮する。 

 
 

 建築物  に関する基準 － 緑化 

 景観重要道路側から見える位置に、植栽やプランタ
ー等を配置し、通りと調和した空間を創出するなど身
近なみどりの演出を図る。緑化する土地のない場合
は、屋上緑化等に努める。 

 
 

 建築物  に関する基準 － 照明 

 店舗では、景観重要道路から室内の照明が見える工夫や壁面照明を設置す
るなど、夜間景観の演出を図る。また、夜間でも適度な明るさを保ち、安全安心
な歩行者空間の形成に配慮する。 

 
 

 建築物  に関する基準 － 色彩 

 外壁の色彩は、隣接する建築物
等と極端な差が出ないよう周辺との
調和やまちなみの連続性に配慮し、
かつ、別表２に示す範囲内とする。 
 ただし、アクセントカラーとして使用 
する場合で、当該外壁各面の見付 
面積の２０％以下のものは除く。 

「別表２に示す範囲」のイメージ 

 

 
 

 建築物  に関する基準 － その他 

 交差点部の建築物等に関して
は、アイストップとなることを意識し、
魅力ある街角の形成に努める。 

 

 

 建築物  に関する基準 － その他 

 建築物の景観重要道路に面する部分は、窓面看板（屋外から設置するもの
は除く。）の設置により通りの街並みを阻害しないように配慮する。 

 

 

 屋外広告物  に関する基準 － 共通事項 

 自己用以外の屋外広告物の設置は控えるとともに、設置する場合は単に目立
つものとならないよう周辺の景観に配慮したデザインや大きさとするよう努める。 

 

 

 屋外広告物  に関する基準 － 壁面利用広告物・そで看板・広告塔・広告版 

 さくら並木の景観に配慮し、２階以下の高さに設置するよう努める。 
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●主な意見 

・この程度の配慮は求めた
い。 

・通りに面してバルコニー
を設置しないようお願い
したい。 

●主な意見 

・基準は良いと思うが、維
持管理が課題。 

・大きな建物も該当するこ
とが分かるような記述に
してほしい。 

・屋上緑化だけでなく、壁
面緑化という工夫の仕方
も考えられる。 

●主な意見 

・店舗だけではなく公共施
設にもお願いしたい。 

・理想論としては良いが、
現状出来ている店舗は少
なく難しい面もある。 

・シースルーシャッターは
費用がかかり、防犯上も
心配。 

・夜間も照明をしておけ
ば、落書きが減るかも。 

・維持費があまりかからな
いＬＥＤを推奨してはど
うか。 

●主な意見 

・「アイストップ」は分かり
やすい表現に修正すべ
き。「目に留まる」「目を
引く」など日本語を使っ
てはどうか 

・大型施設しか対応できな
いのではないか。 

・駐輪場の場所が課題。 

●主な意見 

・窓面への表示禁止は厳し
すぎるのでは。 

・この地区だけ規制される
のは不公平。駅前も含め
て広域でルールを設けて
ほしい。 

●主な意見 

・行政もこの基準を守ると
いうことが前提。 

・民地での基準を厳しくす
るかわりに、公共空間に
まとめて情報を出すこと
はできないか。 

《例》 

＊買物公園に集合看板を
出す 

＊さくら並木の前に一律
に看板を出す など 

●主な意見 

・高層部の掲出を完全に禁
止するのではなく、目立
たないように配慮しても
らうという内容であれば
良い。 

● 主な意見 

・現行の景観計画の基準の
延長で考えるのが良いの
ではないか。 

・温かみのある色が増えて
ほしい。 

・商店街では規制しすぎな
くても良いのでは。 

・年月が経っても汚れや色
あせが目立たない材質を
選んでもらいたい。 

・個店への指導が難しそ
う。周知の方法が重要。 

景観形成基準（素案）の一部について、景観協議会で挙がった主な意見を紹介します。 



http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
kurashi/sumai/keikan/1015215.html

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/

